
　市では、少子化・人口減少の対策として若年層
の定住を促進するため、市内の民間賃貸住宅に入
居する新婚家庭を対象に、予算の範囲内において
家賃の一部を助成金として交付します。

　

新婚家庭家賃助成金について

　地球温暖化防止とエネルギー対策として、次の
住宅用システム機器等を設置する方に経費の一部
を予算の範囲内で補助し、環境にやさしい生活を
推進します。

　一般家庭から排出される生ごみの減量・堆肥へ
することでの資源化推進のため、生ごみ処理機等
の購入価格に応じて補助金を交付します。

　ごみの減量と有効活用を推進するため、資源ご
みを自主的に集団回収している団体（地区・高齢
者クラブ・子ども会等）に対して回収量に応じた
報奨金を交付します。
・
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